
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

　
　

　
　

　
【請求項２】
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ＦＤＤシステムのマクロセルを管理するＦＤＤ基地局と、このマクロセルと重なるエリ
アがあるＴＤＤシステムのマイクロセルを管理するＴＤＤ基地局と、前記ＦＤＤシステム
による通信および前記ＴＤＤシステムによる通信の双方の通信機能を有する通信端末と、
を有する無線通信システムであって、

前記通信端末は、
前記エリアにおいて、前記ＦＤＤ基地局からの信号および前記ＴＤＤ基地局からの信号

の双方をモニタし、前記ＴＤＤシステムによる通信を要求する場合、その旨の制御信号を
前記モニタの結果を示す制御信号と共に前記ＦＤＤ基地局へ送信し、

前記ＦＤＤ基地局は、
前記要求に対し、前記モニタの結果に基づいて前記ＦＤＤシステムおよび前記ＴＤＤシ

ステムの通信環境、混雑度、または通信サービスを判断し、この判断結果に応じて、前記
通信端末を前記ＦＤＤシステムまたは前記ＴＤＤシステムのいずれに収容するかを決定す
る、

ことを特徴とする無線通信システム。

前記ＦＤＤ基地局は、
前記モニタの結果に加え、さらに自局による通信環境または混雑度のモニタ結果に基づ

いて、前記通信端末を前記ＦＤＤシステムまたは前記ＴＤＤシステムのいずれに収容する



　
【請求項３】
　
　
　

　

　
　
【請求項４】
　
　

　

　

　

　
【請求項５】
　

　
　

　
　

　
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、ディジタル無線通信システムにおいて使用される 通信端末装置

及び無線通信方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、例えばＰＤＣとＰＨＳの両方のシステムに接続可能な端末が開発されている。この
ような端末においては、発信に関して一方のシステムへの優先接続を指定しておき、着信
に関して両システムの同時待ち受けを可能にしている。このシステムでは、一方のシステ
ムに接続不可の状態であるとか、一方のシステムでしか対応していないサービス（例えば
、６４ｋｂｐｓパケット）を提供しているとの理由で、接続先がどちらか一方に限定され
ることはあっても、環境や混雑度やサービスに応じて、両システム間でトラヒックのシェ
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かを決定する、
ことを特徴とする請求項１記載の無線通信システム。

請求項１記載の無線通信システムで使用されるＦＤＤ基地局装置であって、
前記通信端末から送信される制御信号を受信する受信手段と、
前記制御信号に含まれるモニタの結果に基づいて、前記ＦＤＤシステムおよび前記ＴＤ

Ｄシステムの通信環境、混雑度、または通信サービスを判断する判断手段と、
前記判断手段の判断結果に応じて、前記通信端末を前記ＦＤＤシステムまたは前記ＴＤ

Ｄシステムのいずれに収容するかを決定する決定手段と、
前記決定手段の決定の結果を前記通信端末へ送信する送信手段と、
を具備することを特徴とするＦＤＤ基地局装置。

請求項１記載の無線通信システムで使用される通信端末装置であって、
前記エリアにおいて、前記ＦＤＤ基地局からの信号および前記ＴＤＤ基地局からの信号

の双方をモニタするモニタ手段と、
前記ＴＤＤシステムによる通信を要求する制御信号を、前記モニタ手段のモニタ結果を

示す制御信号と共に前記ＦＤＤ基地局へ送信する送信手段と、
このモニタ結果に基づいて前記ＦＤＤ基地局で行われる、収容システムについての決定

の結果を受信する受信手段と、
前記決定の結果に従って前記ＦＤＤシステムまたは前記ＴＤＤシステムによる通信を行

う通信手段と、
を具備することを特徴とする通信端末装置。

ＦＤＤシステムのマクロセルを管理するＦＤＤ基地局と、このマクロセルと重なるエリ
アがあるＴＤＤシステムのマイクロセルを管理するＴＤＤ基地局と、前記ＦＤＤシステム
による通信および前記ＴＤＤシステムによる通信の双方の通信機能を有する通信端末と、
の間で使用される無線通信方法であって、

前記通信端末は、
前記エリアにおいて、前記ＦＤＤ基地局からの信号および前記ＴＤＤ基地局からの信号

の双方をモニタし、前記ＴＤＤシステムによる通信を要求する場合、その旨の制御信号を
前記モニタの結果を示す制御信号と共に前記ＦＤＤ基地局へ送信し、

前記ＦＤＤ基地局は、
前記要求に対し、前記モニタの結果に基づいて前記ＦＤＤシステムおよび前記ＴＤＤシ

ステムの通信環境、混雑度、または通信サービスを判断し、この判断結果に応じて、前記
通信端末を前記ＦＤＤシステムまたは前記ＴＤＤシステムのいずれに収容するかを決定す
る、

ことを特徴とする無線通信方法。

基地局装置、
、



アを行うことは基本的にはなく、独立したシステムとして運用されている。
【０００３】
また、このシステムでは、電話番号も独立した２つの番号が存在する。さらに、一方のシ
ステムの制御信号内で、「他方のシステムに移れ」「そのまま待ち受けしろ」といった内
容の信号がやり取りされることはない。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、複数のシステムに対応した端末が存在
する場合において、環境や混雑度又はサービスに応じて最適なシステムに端末を効率良く
収容できる システム 通信
端末装置 及び無線通信方法を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明の は、

構
成を採る。
【００１８】
【発明の実施の形態】
現在、ＩＭＴ－２０００システムとして標準化が進められているＷ－ＣＤＭＡ（ Wideband
-Code Division Multiple Access）のＦＤＤ（ Frequency Division Duplex）システム及
びＴＤＤ（ Time Division Duplex）システム（ＴＤ－ＣＤＭＡ（ Time Division－ＣＤＭ
Ａ）ともいう）は、基本的には、相互に同一サービスを提供できることを前提に検討が行
われており、ＦＤＤシステム又はＴＤＤシステム単独でＩＭＴ－２０００に要求されるサ
ービスが提供できるシステムである。この場合、両方のシステムには提供するサービスの
点で大きな差異がないため、同一事業者が両方のシステムを構築した場合に、いかに効率
良く両方のシステムを運用するかが問題である。
【００１９】
ＩＴＵが設定したＩＭＴ－２０００用の周波数帯域には、ＦＤＤシステムとしてペアバン
ドの確保が困難な周波数帯域（２０１０－２０２５ＭＨｚ）が存在するため、その周波数
帯域をＴＤＤシステム用として想定し、トラヒックをシェアして補完するシステムを構築
することが検討されている。これにより、ＩＭＴ－２０００用の周波数帯域を効率的に活
用すると共に、ＦＤＤシステムとＴＤＤシステムの両システムを効率良く運用することが
できると思われる。
【００２０】
本発明者は、上記の点に着目し、ＦＤＤシステムとＴＤＤシステムの両システムを効率良
く運用する場合に、双方の制御信号において、もう一方のシステムへの接続・移行、通信
中のハンドオーバ、待ち受けなどの指示及びそれに必要なパラメータ信号のやり取りを可
能にすることによって、環境、混雑度又はサービスに応じて最適なシステムに端末を効率
よく収容することを見出し本発明をするに至った。
【００２１】
すなわち、本発明の骨子は、無線伝送方式の異なる複数のシステム内において、双方の制
御信号で、もう一方のシステムへの接続・移行、通信中のハンドオーバ、待ち受けなどの
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無線通信 、並びにこのシステムにおいて使用される基地局装置、
、

無線通信システム ＦＤＤシステムのマクロセルを管理するＦＤＤ基地局と
、このマクロセルと重なるエリアがあるＴＤＤシステムのマイクロセルを管理するＴＤＤ
基地局と、前記ＦＤＤシステムによる通信および前記ＴＤＤシステムによる通信の双方の
通信機能を有する通信端末と、を有する無線通信システムであって、前記通信端末は、前
記エリアにおいて、前記ＦＤＤ基地局からの信号および前記ＴＤＤ基地局からの信号の双
方をモニタし、前記ＴＤＤシステムによる通信を要求する場合、その旨の制御信号を前記
モニタの結果を示す制御信号と共に前記ＦＤＤ基地局へ送信し、前記ＦＤＤ基地局は、前
記要求に対し、前記モニタの結果に基づいて前記ＦＤＤシステムおよび前記ＴＤＤシステ
ムの通信環境、混雑度、または通信サービスを判断し、この判断結果に応じて、前記通信
端末を前記ＦＤＤシステムまたは前記ＴＤＤシステムのいずれに収容するかを決定する



指示及びそれに必要なパラメータ信号のやり取りを可能にすることにより、環境、混雑度
又はサービスに応じて最適なシステムに適宜切り替えて端末を効率よく収容することであ
る。この場合、電話番号は基本的には共通（端末としての番号又はユーザＩＤ）であり、
システム固有の電話番号ではない、すなわちＦＤＤ用とＴＤＤ用で異なる電話番号ではな
い。
【００２２】
したがって、本発明は、例えば、ＣＤＭＡにおけるＦＤＤ／ＴＤＤモードを同一オペレー
タが運用し、デュアルモードに対応した端末が存在する場合に、環境、混雑度又はサービ
スに応じて最適なシステムに適宜切り替えて端末を効率よく収容するシステムに関する。
【００２３】
以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
（実施の形態１）
図１は、本発明の実施の形態１に係る無線通信システムにおけるオーバレイ構造を示す図
である。また、図２は、本発明の実施の形態１に係る無線通信システムにおける概略構成
を示す図である。
【００２４】
図１に示すオーバレイ構造においては、比較的広いエリアをカバーするマクロセル１０１
の中に、比較的狭いエリアをカバーするマイクロセル１０２が重なっている。ここでは、
説明を簡単にするために、マクロセル１０１においてＣＤＭＡ－ＦＤＤシステムが収容さ
れ、マイクロセル１０２においてＣＤＭＡ－ＴＤＤシステムが収容される場合について説
明する。
【００２５】
なお、オーバレイ構造において重なるセルは２つに限らず３つ以上でも同様に考えること
ができる。また、無線伝送方式が異なるシステムについても、２つに限らず３つ以上でも
同様に適用することができる。
【００２６】
図２に示す無線通信システムにおいては、通信端末である移動局（ＭＳ）２０１から送信
された周波数ｆ１の音声信号は、基地局（ＢＳ）２０２で受信され、所定の処理がなされ
て得られた受信データが無線ネットワーク制御局（以下、ＲＮＣ（ Radio Network Contro
ller）と省略する）２０３を介して移動交換局（以下、ＭＳＣ（ Mobile Switching Cente
r）と省略する）２０４に送られる。ＭＳＣ２０４では、いくつかの基地局からのデータ
が束ねられて、電話回線網２０７に送られる。また、ＭＳＣ２０４とＩＰパケット網２０
８とも接続されており、必要に応じて、後述するように、一般にトンネリング技術を使用
してＩＰパケット信号を伝送する。なお、電話回線網２０７としては、ＰＳＴＮ、ＩＳＤ
Ｎなどを含むものとする。
【００２７】
一方、移動局（ＭＳ）２０１から送信された周波数ｆ２の高速パケットは、基地局（ＢＳ
）２０５で受信され、所定の処理がなされて得られた受信データがルーター２０６でルー
ティングされてＩＰ（インターネットプロトコル）パケット網２０８に送られる。
【００２８】
このように、一方のシステムがＲＮＣ２０３からＭＳＣ２０４を介して電話回線網に接続
され、他方のシステムが無線リソース管理などの制御機能を有するルーター２０６を介し
てＩＰパケット網２０８に接続している。ルーターを介してＩＰパケット網に接続するこ
とにより、交換機を介する必要がなく、インフラの構築・管理コストを低減させることが
でき、これにより通信料を低減させることができる。
【００２９】
図３は、本発明の実施の形態１に係る無線通信システムにおける移動局の構成を示すブロ
ック図である。この移動局は、ＦＤＤシステムとＴＤＤシステムがオーバーラップしたエ
リア（マイクロセル）において、環境、混雑度又はサービスによりシステムを選択する。
なお、移動局は、複数のシステム（基地局）と通信可能であり、複数の受信系列を備えて
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いるが、図３においては説明を簡単にするために一系列のみを表記している。
【００３０】
アンテナ３０１を介して受信した信号は、無線回路３０２で所定の無線受信処理（ダウン
コンバート、Ａ／Ｄ変換など）が行われる。無線受信処理された信号は、マッチドフィル
タ３０３に送られ、マッチドフィルタ３０３において基地局で用いられた拡散コードで逆
拡散処理が行われる。これにより、受信信号から自局に送信された信号を抽出する。
【００３１】
逆拡散処理された信号は、復調回路３０４に送られて、復調処理されることにより受信デ
ータとなる。また、逆拡散処理された信号及び／又は復調処理された信号は、モニタ回路
３０５に送られる。
【００３２】
モニタ回路３０５では、基地局２０２と基地局２０５からの制御信号により、基地局２０
２と基地局２０５がどのようなサービスであるかを認識して、その制御信号を制御回路３
０６に出力する。また、モニタ回路３０５では、基地局からの信号を用いて受信品質や移
動速度を測定し、基地局との間の伝搬路状況を推定したり、自局の移動速度がどの程度で
あるかを認識する。伝搬路推定結果や移動速度の情報を制御信号として制御回路３０６に
出力する。
【００３３】
制御回路３０６では、モニタ回路３０５からの制御信号と、送受信要求や伝送レートの情
報とから、どのシステムと接続するかを示す旨の制御データを加算器３０７に出力すると
共に、接続するサービスに対応するシステムの周波数に切り替える旨の切替制御信号を無
線回路３０２に出力する。加算器３０７では、送信データに上記システム接続用の制御デ
ータを多重して変調回路３０８に出力する。変調回路３０８では、多重した送信データと
制御データをディジタル変調処理して、拡散変調回路３０９に出力する。拡散変調回路３
０９では、所定の拡散コードを用いて多重した送信データと制御データに対して拡散変調
処理を行い、拡散変調後の信号を無線回路３０２に出力する。
【００３４】
無線回路３０２では、送信データと制御データに対して所定の無線送信処理（Ｄ／Ａ変換
、アップコンバートなど）が行われる。また、無線回路３０２には、制御回路３０６から
接続するシステムの周波数に切り替える旨の切替制御信号が入力されるので、無線回路３
０２はその切替制御信号にしたがって周波数を切り替える。無線送信処理後の送信データ
は、アンテナ３０１を介して基地局に対して送信される。
【００３５】
図４は、本発明の実施の形態１に係る無線通信システムにおける基地局装置の構成を示す
ブロック図である。
【００３６】
まず、移動局からは、各サービスや通信環境、移動速度などの測定に基づいて接続希望の
旨を示す制御信号（接続希望情報）や前記測定の結果が送られる。
【００３７】
これらの制御信号や測定結果を含む信号は、アンテナ４０１を介して受信され、無線回路
４０２で所定の無線受信処理（ダウンコンバート、Ａ／Ｄ変換など）が行われる。無線受
信処理された信号は、マッチドフィルタ４０３に送られ、マッチドフィルタ４０３におい
て基地局で用いられた拡散コードで逆拡散処理が行われる。これにより、受信信号から自
局に送信された信号を抽出する。
【００３８】
逆拡散処理された信号は、復調回路４０４に送られて、復調処理されることにより受信デ
ータとなる。また、復調処理された信号は、判断回路４０５に送られる。
【００３９】
判断回路４０５では、移動局から接続希望情報や測定結果情報、これに加えて自局で監視
している通信状態情報などに基づいて移動局と接続するかどうかの判断を行う。例えば、
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移動局から高速パケット伝送の接続要求を受けた際に、通信状態が悪かったり、混雑度が
高かったりしたときには、現在高速パケット伝送を収容できないと判断して、接続・シス
テム移行などを示す制御データを加算器４０６に出力する。一方、現在高速パケット伝送
を収容できると判断したときには、接続可を示す制御データを加算器４０６に出力する。
ここで、接続・システム移行などを示す制御データとは、もう一方のシステムへの接続、
接続不可、システム移行、通信中のハンドオーバ、待ち受けを示す制御データを意味する
。
【００４０】
加算器４０６では、送信データに上記システム接続用の制御データを多重して変調回路４
０７に出力する。変調回路４０７では、多重した送信データと制御データをディジタル変
調処理して、拡散変調回路４０８に出力する。拡散変調回路４０８では、所定の拡散コー
ドを用いて多重した送信データと制御データに対して拡散変調処理を行い、拡散変調後の
信号を無線回路４０２に出力する。
【００４１】
無線回路４０２では、送信データと制御データに対して所定の無線送信処理（Ｄ／Ａ変換
、アップコンバートなど）が行われる。無線送信処理後の送信データは、アンテナ４０１
を介して移動局に対して送信される。
【００４２】
上記構成を有する移動局及び基地局で構成される無線通信システムの動作について説明す
る。ここでは、移動局が待ち受け状態において、マクロセル（ＦＤＤシステム）１０１に
収容されており、必要に応じてマイクロセル（ＴＤＤシステム）１０２に切り替える場合
について説明する。
【００４３】
図３において、移動局２０１は、ＦＤＤシステムの基地局から信号を受信し、内部のモニ
タ回路３０５で基地局がどのような環境であるか、どのような混雑度であるか、どのよう
な移動速度であるか、どのようなサービスを提供しているかを認識する。
【００４４】
環境や混雑度は、例えば受信品質（受信ＳＩＲ（ Signal to Interference Ration）など
）を用いて判断し、移動速度は例えばドップラー周波数を用いて判断し、サービスは基地
局のシステムを示す制御信号などにより判断する。この判断は、モニタ回路３０５からの
測定情報などを用いて制御回路３０６で判断する。
【００４５】
制御回路３０６で判断された環境、混雑度又はサービス接続要求を示す制御データを、制
御回路３０６から加算器３０７に出力し、基地局に送る送信データに多重する。多重され
た制御データと送信データは、変調回路３０８でディジタル変調処理され、拡散変調回路
３０９に出力される。拡散変調回路３０９では、制御データと送信データに拡散変調処理
がなされ、無線回路３０２に出力される。無線回路３０２では、制御データと送信データ
に対して所定の無線送信処理される。この送信信号は、アンテナ３０１を介して基地局（
ＦＤＤシステム）に対して送信される。
【００４６】
図４において、基地局（ＦＤＤシステム）では、移動局から送信された信号を受信して、
ＭＦ４０３で逆拡散処理し、復調回路４０４で復調処理する。これにより得られた制御デ
ータの情報（環境、混雑度又はサービス）を判断回路４０５に送る。判断回路４０５では
、環境、移動速度、混雑度又はサービス接続要求の情報にしたがって、移動局を収容する
システムを決定する。
【００４７】
例えば、移動局から高速パケット伝送のサービス接続要求を受けた際には、高速パケット
伝送に適したＴＤＤシステムを選択する。また、移動速度が大きい（高速移動）の場合に
は、ハンドオーバ回数を少なくするためにＦＤＤシステムを選択する。また、リアルタイ
ム性を要求するサービス（音声など）において、例えば音質を重視する場合はＦＤＤシス
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テム（回線交換）を選択し、通話料金を安くしたいなどの場合はＴＤＤシステムを選択す
る。また、環境や混雑度については、環境が良い移動局はカバーエリアを広くとるＦＤＤ
システムに収容し、環境が悪い移動局はＴＤＤシステムに収容するように選択する。
【００４８】
このように判断回路４０５で判断された結果を制御データとして加算器４０６に出力する
。加算器４０６では、送信データに制御データを多重して変調回路４０７に出力する。変
調回路４０７では、多重した送信データと制御データをディジタル変調処理し、さらに拡
散変調回路４０８では、変調処理後の送信データと制御データを拡散変調処理し、無線回
路４０２に出力する。
【００４９】
無線回路４０２では、送信データと制御データに対して所定の無線送信処理が行われる。
無線送信処理後の送信信号は、アンテナ４０１を介して移動局に対して送信される。
【００５０】
移動局では、基地局（ＦＤＤシステム）から信号を受信し、この信号に対して逆拡散処理
及び復調処理を行って、基地局が選択したシステムを示す制御データを取得する。この制
御データは制御回路３０６に送られる。
【００５１】
制御回路３０６は、システムを切り替える場合、例えば高速パケット伝送サービスを受け
る場合などには、制御データにしたがってそのシステム（ＴＤＤシステム）の周波数に切
り替える旨の切替制御信号を無線回路３０２に出力する。無線回路３０２は、切替制御信
号にしたがって周波数を切り替える。これにより、移動局は、他のシステムの基地局（Ｔ
ＤＤシステム）と通信を行う。
【００５２】
具体的には、移動局が、「通常ＦＤＤシステムで待ち受け、高速パケット通信の接続処理
中に通信チャネルはＴＤＤシステムで行え」と、基地局より指示され、その指示にしたが
ってシステムを切り替える。一方、音声通信では、ＦＤＤシステムのまま通信を行う。
【００５３】
また、移動局の移動によりＴＤＤのカバーエリア（マイクロセル）を超える場合には、Ｆ
ＤＤシステムにハンドオーバする。その際、伝送レートを落として接続するようしても良
い。
【００５４】
このように本実施の形態においては、無線伝送方式の異なる複数のシステム内で、環境、
混雑度又はサービスに応じて最適なシステムに適宜切り替えるので、システムに端末を効
率よく収容することができる。
【００５５】
上記説明においては、音声サービスを行う基地局２０２（マクロセル）は、ＲＮＣ２０３
及びＭＳＣ２０４を介して電話回線網２０７に接続され、高速パケット伝送サービスを行
う基地局２０５（マイクロセル）は、ルーター２０６を介してＩＰパケット網２０８に接
続されている場合について説明した。本発明においては、図５に示すように、音声サービ
スを行う基地局２０２（マクロセル）も高速パケット伝送サービスを行う基地局２０５（
マイクロセル）も共通のＲＮＣ２０３及びＭＳＣ２０４を介してバックボーン（電話回線
網２０７やＩＰパケット網２０８）に接続される構成でも良い。この場合においても、上
記と同様な効果を得ることができる。
【００５６】
図５に示すように、ＩＰパケット信号をＲＮＣ２０３及びＭＳＣ２０４を介して電話回線
網２０７やＩＰパケット網２０８に伝送する場合には、一般にトンネリング技術を使用す
る。すなわち、通信端末のＩＰアドレス又はモバイルＩＰなどのモビリティを考慮したＩ
Ｐアドレスをみて、ＢＳ２０２又はＢＳ２０５からＭＳＣ２０４間を直接ルーティングす
るのではなく、移動通信網としてのＢＴＳまでの接続先を別途管理して、移動通信網とし
て独自にパス（ローカルなアドレス、ノードアドレス）を張って、ＩＰパケット網２０８
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からの信号を転送する方法を採用することができる。
【００５７】
上記説明においては、基地局が接続可能かどうかを判断し、その判断結果を通知する場合
について説明した。本発明においては、基地局が接続可能かどうかを判断するだけではな
く、移動局をどちらのシステムに収容すれば良いかを判断（調整）するようにしても良い
。
【００５８】
この場合、図５に示すように、共通の制御局（ＲＮＣ )で構成される場合は、ＲＮＣ２０
３又はＭＳＣ２０４において、移動局をどちらのシステムに収容すれば良いかを判断する
。また、図２に示すように、ＲＮＣ２０３とルーター２０６を独立して設ける場合は、Ｒ
ＮＣ２０３（又はＭＳＣ２０４）とルーター２０６との間に、移動局をどちらのシステム
で収容するかを判断する装置を設け、その装置で移動局をどちらのシステムで収容するか
を判断し、その判断結果を移動局に通知する。
【００５９】
（実施の形態２）
本実施の形態では、自局が収容されるシステムを移動局が選択し、その状態を基地局に事
前に通知する場合について説明する。この場合、移動局がシステムを切り替えるときには
、スイッチで切り替える方式と下り回線信号の受信レベルなどの受信品質により自動的に
切り替える方式とがある。
【００６０】
図６は、本発明の実施の形態２に係る無線通信システムにおける移動局の構成を示すブロ
ック図である。なお、図６において、図３と同一の部分については同一の符号を付してそ
の詳細な説明は省略する。
【００６１】
この移動局は、ＦＤＤシステムとＴＤＤシステムがオーバーラップしたエリア（マイクロ
セル）において、環境、混雑度又はサービスによりシステムを選択する。また、移動局は
、複数のシステム（基地局）と通信可能であり、複数の受信系列を備えているが、図６に
おいては説明を簡単にするために一系列のみを表記している。
【００６２】
図６に示す移動局装置は、下り回線信号の受信レベルを測定する受信レベル（受信品質）
測定回路６０１を備えている。受信レベル測定回路６０１は、無線回路３０２で無線受信
処理された受信信号の受信レベルを測定し、その測定結果を制御回路３０６に出力する。
【００６３】
制御回路３０６では、受信レベルの測定結果に基づいて、自局が収容されるシステムを選
択する。例えば、移動局がＴＤＤシステムのエリアでない場合（ＦＤＤシステム単独のエ
リア）において、ＴＤＤシステムの受信レベル（例えば、同期用信号や共通制御信号の受
信レベル）がある閾値以下（及びＦＤＤシステムの受信レベルがある閾値以上）のときは
、移動局はＦＤＤシステムを選択する。なお、ＴＤＤシステムに関する閾値とＦＤＤシス
テムに関する閾値は別々に設定しても良い。
【００６４】
また、オーバーラップしたエリアである場合において、両システムともに閾値（一般には
異なる値）以上のレベルのときは、エリア的には、どちらにも通信可能と移動局は判断す
る。その上で、通信環境、混雑度又は希望通信サービスによりシステムを選択する。
【００６５】
このとき、移動局はどちらのシステムに接続するかの最終判断をするものの、一方的に決
定するのではなく、あらかじめ下り回線の制御信号（報知信号）にサービスや環境に応じ
てどちらのシステムに接続した方がよい（又は優先順位、推奨などの）との指示があり、
それをベースに上記条件（通信環境、混雑度、希望通信サービスなど）も考えて、システ
ムを選択する。この場合、システム選択権が移動局にあるため、移動局が接続希望を基地
局にしたものの、何らかの理由で収容不可の場合は、基地局より「接続不可」の信号が来
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ることになる。その際は、移動局が再度もう一方のシステムを選択して、そちら側の基地
局に接続要求を行う。
【００６６】
制御回路３０６で選択されたシステムにしたがって、そのシステムに接続できるように周
波数を切り替える旨の切替制御信号を無線回路３０２に出力する。無線回路３０２は、切
替制御信号にしたがって周波数を切り替える。
【００６７】
なお、移動局でシステムを切り替える場合、受信レベルを測定しないで、スイッチなどに
より切り替えるようにしても良い。この場合には、スイッチによる切替信号が制御回路３
０６に入力され、制御回路３０６から切替制御信号が無線回路３０２に出力され、無線回
路３０２は、切替制御信号にしたがって周波数を切り替える。
【００６８】
このように本実施の形態においては、無線伝送方式の異なる複数のシステム内で、環境、
混雑度又はサービスに応じて最適なシステムに適宜切り替えるので、システムに端末を効
率よく収容することができる。
【００６９】
本実施の形態では、システム選択の基準として受信レベル（受信信号のＲＳＳＩ（ Receiv
ed Signal Strength Indicator）を用いた場合について説明しているが、本発明において
は、システム選択の基準として、他の受信品質、例えば受信ＳＩＲ、受信Ｅｂ／Ｎ０、受
信Ｅｃ／Ｎ０（Ｅｃ：チップ当りの受信エネルギー）を用いても良い。
【００７０】
また、本実施の形態においては、あらかじめ下り回線の制御信号（報知信号）にサービス
や環境に応じてどのシステムに接続するよう（又は優先順位の）指示があり、それと移動
局における受信状況（受信品質だけでなく移動速度など）も考慮して、移動局がシステム
を選択するようにしても良い。
【００７１】
上記実施の形態１，２では、待ち受けを一つのシステムで行う場合について説明している
が、本発明は両方のシステムで待ち受けを行うようにしても良い。ただし、消費電力を考
慮すると、待ち受けを一つのシステムで行うことが望ましい。
【００７２】
上記実施の形態１，２では、複数のシステムがＣＤＭＡ－ＦＤＤシステムとＣＤＭＡ－Ｔ
ＤＤシステムである場合について説明しているが、本発明は、複数のシステムが他のシス
テムの組み合わせ、例えばＨＤＲシステムとｃｄｍａｏｎｅシステム、ＧＳＭシステムと
ＣＤＭＡ－ＦＤＤシステムなどである場合にも同様に適用することができる。
【００７３】
本発明は上記実施の形態１，２に限定されず、種々変更して実施することが可能である。
【００７４】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、ＣＤＭＡ－ＦＤＤシステム及びＣＤＭＡ－ＴＤＤシ
ステムを含む複数のシステムを有する無線通信システムにおいて、通信端末装置において
各システムからの下り回線信号を監視して監視情報を出力し、基地局装置において通信端
末装置からの監視情報に基づいて前記通信端末装置を収容するシステムを選択し、前記通
信端末装置において前記基地局で選択されたシステムの基地局と通信接続を行うので、無
線伝送方式の異なる複数のシステム内で、環境、混雑度又はサービスに応じて最適なシス
テムに適宜切り替えるので、システムに端末を効率よく収容することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１に係る無線通信システムにおけるオーバレイ構造を示す図
【図２】本発明の実施の形態１に係る無線通信システムにおける概略構成を示す図
【図３】本発明の実施の形態１に係る無線通信システムにおける通信端末装置の構成を示
すブロック図
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【図４】本発明の実施の形態１に係る無線通信システムにおける基地局装置の構成を示す
ブロック図
【図５】本発明の実施の形態１に係る無線通信システムにおける概略構成の他の例を示す
図
【図６】本発明の実施の形態２に係る無線通信システムにおける通信端末装置の構成を示
すブロック図
【符号の説明】
１０１　マクロセル
１０２　マイクロセル
２０１　移動局
２０２，２０５　基地局
２０３　無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）
２０４　移動交換局（ＭＳＣ）
２０６　ルーター
２０７　電話回線網
２０８　ＩＰパケット網
３０１，４０１　アンテナ
３０２，４０２　無線回路
３０３，４０３　マッチドフィルタ
３０４，４０４　復調回路
３０５　モニタ回路
３０６　制御回路
３０７，４０６　加算器
３０８，４０７　変調回路
３０９，４０８　拡散変調回路
４０５　判断回路
６０１　受信レベル（受信品質）測定回路
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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